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○ 令和７年４月より、社会資本整備審議会建築分科会において、建築分野における中長期的なあり方についての議論を開始
（国土交通省住宅局に設置した中長期懇談会において、中長期的なあり方を議論する上で必要な論点整理・ニーズ把握を総合的に実施）

○ 多様化・複雑化した社会的要請に対応した建築分野の中長期的なあり方を検討するため、建築物の設計者・施工者・管理者
・所有者等の幅広い関係者からの意見を募集し、議論に反映

趣旨

○ 建築分野の中長期のあり方に関する意見
箱を設置（HP開設）、意見募集

○ 提出された意見を整理し、中長期懇談会
又は建築分科会・建築基準制度部会等に
おいて、随時資料として配付
※ご意見への個別の回答は作成しない

実施方針

＜意見箱に関するページ＞
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/
jutakukentiku_house_tk_000203.html
＜意見提出方法＞
WEB回答フォーム（右記QRコード）

又は
指定様式に記入の上、メール送付
（送付先）
kenchiku-ikenbako@artep.co.jp

○ 以下項目を収集し、4~6を資料化（個人情報を伏せて公表）

意見提出項目

備考項目
非公表氏名／企業・団体名1
選択式（-10/20/30/40/50/60/70/80-）年齢2
所在地（都道府県）・メールアドレス連絡先3
選択式（設計者／施工者／管理者／所有者／利
用者／開発事業者／不動産仲介事業者／コンサル
タント／金融／行政職員／指定確認検査機関等の
職員／その他）

立場4

検討テーマの類型※次頁参照ご意見分類5
200字以内で簡潔に具体的な意見・提案6
ご意見・提案の背景を記載（文字数限定しない）背景・理由7

○ 令和7年5月30日～令和7年12月中旬頃を予定

募集期間



意見箱におけるご意見の分類一覧
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ご意見等の「小分類」ご意見等の「大分類」
③その他➀質の確保・向上１．既存ストックの活用

②活用促進（価値の向上・創出）
④維持管理➀設計・計画２．人材確保・育成
⑤その他②施工

③審査
④維持管理➀技術開発３．新技術・新材料
➄審査・検査➁設計・計画
➅その他➂施工
➂その他➀省エネ・脱炭素４．地球環境問題

➁木材利用促進
➄機能継続性（地震・水害）➀構造安全性５．建築物の質
➅長寿命化➁防火安全性
➆意匠・景観➂衛生環境
➇その他④バリアフリー
➂その他➀市街地の安全確保（狭あい道路解消等）６．持続可能な市街地

➁良好な市街地環境の確保（用途規制や形態規制等のあり方）
※建築分野の目指す社会像についてのわかりやすいキャッチフレーズなど、中長期的なあり方検討についての提案を記載ください。７．その他



■お寄せいただいた意見 （令和７年６月５日18時時点）

No. 立場 大分類 小分類 具体的な意見・提案

1 施工者 ２．人材確保・育成 ④維持管理

建築基準法12条の特定建築物調査者にて、アスベスト調査も含まれますので、その観
点から一般アスベスト事前調査者や1級建築施工管理技士も調査者の中に入れては
如何でしょうか。マーケットのボリュームからするとそろそろ必要かと思います。ご検討の程お
願い致します。

2 施工者 ２．人材確保・育成 ②施工

BIM教育に関してですが、現在は設計レベル（建築確認申請）レベルまで進捗してい
るようです　が、施工レベルに行くのはいつ位になりそうですか？ロードマップは如何でしょう
か？又補助金はあるようですが、教育面での有資格は何か検討しておられますか？施
工側は学習し、仕事に活用できる見込みがわかりません。分かりやすい明確な結論をそ
ろそろはっきりしてください。

3 プレカット(CAD含む)設備メー
カー ２．人材確保・育成 ⑤その他 建築経験としてカウントされる業務を、同様に管理建築士へ挑戦できる経験としてもカウ

ントするよう改正を行っていただきたいです。


